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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その組み立て状態、即ち、機能状態において、地面から離れる方向に平滑に曲げられる
先端部（９１０）を備えた前部領域（９１）と、少なくともほぼ平坦であるか、又は、地
面から離れる方向に平滑に曲げられた後端部（９２０）を有する後部領域（９２）と、ス
キービンディング（４）が設けられる中心領域とを備え、
　前記スキービンディング（４）は、前側部材（４１）と後側部材（４２）とから成り、
スキー靴を、使用中に地面と離れた方向に面するスキーの頂面（９４）に取り付けるのに
適したものであり、
　使用中に地面に面するスキーの反対側の滑走面（９５）には、少なくともスキー長の殆
どの部分に沿ってのびるスキーエッジ（９６，９７）が設けられた
　折り畳み式スキーであって、
　フロントパーツ（１）及びリアパーツ（２）を備え、これらのパーツが相互に連結され
、前記滑走面（９５）と平行にのびる幾何学的軸線（１００）を中心に回動可能であり、
それらが整列している時に、プラットフォーム（３）によってその位置に固定され、該プ
ラットフォーム（３）には、前記スキービンディング（４）の前側部材（４１）と後側部
材（４２）とが取り付けられ、
　前記プラットフォーム（３）が、そのスキーのフロントパーツ（１）及びリアパーツ（
２）に面する底面（３３）に、中心に位置するキャビティ（３５）を備え、そのキャビテ
ィ（３５）の中に、二つの相互に離間して配置された凹部（３５１，３５２）が設けられ
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、これら凹部が、拘束突起部（５１１，５１２）と協働するようにされ、前記拘束突起部
の一方が、スキーのフロントパーツ（１）上で利用可能であり、他方がスキーのリアパー
ツ（２）上で利用可能である
　折り畳み式スキーにおいて、
　前記プラットフォーム（３）が、連結プレート（５）によって取り外し不能な方法で、
スキーのフロントパーツ（１）に相互連結され、それは、スキーの頂面（９４）に設けら
れ、スキーの前記頂面（９４）に対して直交する方向にのびる幾何学的軸線（５０１）を
中心に回転可能であり、
　前記プラットフォーム（３）におけるスキービンディング（４）の前側部材（４１）に
隣接する前部領域（３１）には、円周の一部分の形態の突起部（３１０）が設けられ、
　前記プラットフォーム（３）におけるスキービンディング（４）の後側部材（４２）に
隣接する後部領域（３２）には、円周の一部分の形態の突起部（３２０）が設けられ、
　第一保持突起部（６１）が、スキーのフロントパーツ（１）の頂面（９４）上で利用可
能であり、該第一保持突起部（６１）は、それを中心にプラットフォーム（３）が回転し
得る前記幾何学的軸線（５０１）から適切な距離離して、即ち、スキー先端（９１０）の
方向に適切な距離離して配置され、
　前記第一保持突起部（６１）が、円周の一部分の形態の溝（６１０）を備え、該溝（６
１０）が、少なくとも、前記プラットフォーム（３）の前部領域（３１）にある突起部（
３１０）と協働するようにされ、
　第二保持突起部（６２）が、スキーの頂面（９４）で利用可能であり、該第二保持突起
部（６２）は、前記第一保持突起部（６１）からスキー先端（９１０）の方向に向けて適
切な距離離して配置され、かつ、円周の一部分の形態の溝（６２０）を備え、該溝（６２
０）が、少なくとも、前記プラットフォーム（３）の後部領域（３２）にある突起部（３
２０）と協働するようにされ、かつ、
　第三保持突起部（６３）が、スキーのリアパーツ（２）の頂面で利用可能であり、該第
三保持突起部（６３）が、それを中心にスキーの前記フロントパーツ（１）及び前記リア
パーツ（２）が回動し得る幾何学的軸線（１００）から適切な距離離間して配置され、該
第三保持突起部（６３）が、円周の一部分の形態の溝（６３０）を備え、該溝（６３０）
が、少なくとも、プラットフォーム（３）の後部領域（３２）にある突起部（３３０）と
協働するようにされている
　ことを特徴とする折り畳み式スキー。
【請求項２】
　前記連結プレート（５）及び前記プラットフォーム（３）が、スキービンディングの前
側部材（４１）の近くに配置されたプラットフォーム（３）の前部領域（３１）にあるヒ
ンジによって相互連結され、それにより、スキーの頂面（９４）に平行にのびる幾何学的
軸線（５０２）を中心として、連結プレート（５）に対してプラットフォーム（３）を回
動可能にし、かつ、前記プラットフォーム（３）を連結プレート（５）と共に、前記幾何
学的軸線（５０１）を中心とし回動可能にする
　ことを特徴とする請求項１に記載のスキー。
【請求項３】
　スキーのフロントパーツ（１）にある前記第二保持突起部（６２）に、拘束機構（６２
１）を設け、該拘束機構（６２１）を、プラットフォーム（３）の後部領域（３２）にあ
る突起部（３２０）の対応する凹部（３２１）と協働するようにし、それにより、プラッ
トフォーム（３）が、スキーのフロントパーツ（１）の頂面（９４）の所望の位置に保持
されるようにした
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のスキー。
【請求項４】
　スキーのリアパーツ（２）の前記第三保持突起部（６３）に、拘束機構（６３１）を設
け、該拘束機構（６３１）を、プラットフォーム（３）の後部領域（３２）にある突起部
（３２０）の対応する凹部（３２１）と協働するようにし、それにより、プラットフォー
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ム（３）が、スキーの後部領域（２）の頂面（９４）の所望の位置に保持されるようにし
た
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のスキー。
【請求項５】
　スキーの前記フロントパーツ（１）及び前記リアパーツ（２）が、V字状の形態の少な
くとも二対のレバー（７１，７２，７３，７４）によって幾何学的軸線（１００）を中心
に相互に回動可能になるように連結され、前記レバーが、スキーの横断方向において、相
互に等間隔に配置され、それらの各々が、一方ではスキーのフロントパーツ（１）に、他
方ではスキーのリアパーツ（２）に回動可能に相互連結される
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のスキー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動用具の分野、即ち、スキーに関し、具体的には、折り畳み式スキーに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の目的は、複数の部品から成るスキーを提供することにあり、それは、現場で工
具を使用することなく簡単に組み立てることができ、一方で、収容及び輸送を簡単化する
ことができ、他方で、従来の一部品のスキーの製造に比べると、各部品の製造の技術を簡
単化することができるものである。該スキーの全ての構成部品は、使用中及び折り畳まれ
た状態の両方において、恒久的に相互に連結されている必要があり、かつ、構成部品は何
れも、このようなスキーの両方のパーツの長さより外側に突出するべきではない。また、
このスキーのコンセプトは、従来のスキーの全ての利点、特に、均一な曲げ曲線及びそれ
に対応するエッジに沿った荷重分布を、平均的ユーザーの各々に提供することにある。
　本願の出願人が参照することを望むスロベニア特許公開SI24358A及び国際特許公開WO20
14189472に開示されている折り畳み式スキーは、組み立てられた状態、即ち、機能する状
態において、地面から離れる方向に滑らかに湾曲する先端部を備えた前部領域と、少なく
とも、ほぼ平坦であるか又は地面から離れる方向に滑らかに湾曲する後部領域と、スキー
ビンディングの装着が予定される中心部分とを備え、前記ビンディングは、前側部材と後
側部材とから成り、中心部分の地面から離れた側の上面に装着される。反対側の滑走面は
、使用中、地面に面しており、少なくともスキー長の大部分に沿って伸びるスキーエッジ
を備えている。このようなスキーは、フロントパーツとリアパーツとを備え、これらは相
互に連結され、前記滑走面と並行にのびる幾何学的軸線を中心に回動可能である。さらに
、前記パーツは、それらの整列位置において、スキー靴を取り付けるためのスキービンデ
ィングの前側部材と後側部材とが設けられるプラットフォームによって選択に固定され得
る。また、前記フロントパーツと前記リアパーツとを整列して、プラットフォームによっ
て固定した時に、前記プラットフォームは、前記パーツ間の回動領域にわたってのび、か
つ、前記滑走面に対して垂直である幾何学的軸線を中心に回転可能である。スキーが組み
立てられ、使用準備が整った時、スキービンディングの取付部材が搭載された前記プラッ
トフォームは、スキーの前記パーツの各々と協働するように調整される。プラットフォー
ムが取り外されると、前記パーツは相互に回動可能になり、その結果、分解状態にされた
スキーは、例えば、リュックサックに収容可能になる。しかし、プラットフォームが前記
パーツから分離されるので、使用中、例えば、アルピニズム（山登り）中又は軍事活動中
に、それは簡単に忘れられたり、紛失されたりする可能性がある。
【０００３】
　前記した各パーツの製造技術の簡単化を考慮して、本発明の目的は、完成したスキー全
体に加えて半加工製品の両方の観点から、別々に製造でき、かつ、標準化され得る組み立
てパーツを提供することにもある。
【０００４】
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組み立て式スキーは、米国特許US 4,405, 150にも開示されている。このスキーは、その
機能状態において、使用準備が整えられた時に、各機能的スキーと同様に、地面から離れ
る方向に滑らかに曲がる先端部と、少なくともほぼ平坦であるか、地面から離れる方向に
曲がる後端部と、スキービンディングの装着が予定される中心部分とを有する。地面に面
する表面は、滑走面を備え、その横方向縁部には、硬い地面で曲がる時にスキーを案内す
るスキーエッジが設けられている。このスキーは、少なくとも三つのパーツから成る。こ
れらのパーツは分離可能な方法で相互に連結され得る。即ち、該スキーは、分離可能な方
法で相互に連結され得るフロントパーツ及びリアパーツに加えて、前記リアパーツと回動
可能に相互連結し、かつ、前記フロントパーツの少なくとも一部分を覆うように配置され
得、前記パーツを覆った位置で固定され得るトップパーツを備えている。前記トップパー
ツは、U字状に形成され、二つのリブと協働するように調整される。前記二つのリブは、
少なくとも前記パーツが協働する中心領域における前記フロントパーツ及びリアパーツの
上面に設けられ、地面から離れる方向に突出している。スキーが曲げられている間に、そ
の傾斜した位置が原因で、前記トップパーツ、特に、その自由領域が、スキーの表面から
前記トップパーツを外す傾向を示す力に恒久的に晒されるため、トップパーツはしっかり
と固定されなければならず、その固定領域に極端なストレスがかかることは、当業者であ
れば理解されるであろう。
【０００５】
このようなコンセプトは、回動可能に相互接続されたフロントパーツ及びリアパーツに対
して前記トップパーツが相対的に動くことを可能にするが、前記フロントパーツ及びリア
パーツが、本質的に厚く形成されたトップパーツと協働する前記領域に位置することにな
り、それらの各々の剛性が本質的に高くなることになる。このような局所的な剛性の増加
により、前部領域及び後部領域における曲げ能力が中心領域における曲げ能力より本質的
に高くなるので、スキー全体の曲げ特性が本質的に変わる。
【０００６】
　さらに、このようなコンセプトのために、例えば、スキー競技において非常に熟練した
使用者によってスキーが使用される時に望まれる高さ、即ち、滑走面とスキー靴の底面と
の間の距離が変わる。しかし、これは、このようなスキーのコンセプトと矛盾しており、
このような目的のためには先験的でない。
【０００７】
さらに、上記したU字状の形態のトップパーツのコンセプトは、スキービンディングの迅
速な取り付けのためにレールを設けることを可能にしない。このような目的のためにトッ
プパーツを調整することにより、スキーの高さ、重さ及び剛性を付加的に本質的に増加さ
せることになる。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明は、その組み立て時、即ち、機能状態時に、地面から離れる方向に滑らかに曲が
る先端部を備えた前部領域と、少なくとも、ほぼ平坦であるか、又は地面から離れる方向
に滑らかに曲がる後端部を備えた後部領域と、前側部材及び後側部材から成り、かつ、使
用時に地面から離れた側に面するスキーの頂面上に各スキー靴取り付けるのに適したスキ
ービンディングを装着するための中心領域とを備えた折り畳み式スキーに関する。使用時
に地面に面するスキーの反対側の表面には、少なくともスキー長の殆どの部分に沿っての
びるスキーエッジが設けられている。さらに、該スキーは、相互に接続可能であり、かつ
、滑走面に平行に伸びる幾何学的軸線を中心に回動可能であり得るフロントパーツとリア
パーツとから成る。これらのパーツは、相互に直線上に配置された時に、プラットフォー
ムを用いてこのような位置に固定され得る。プラットフォームには、前記スキービンディ
ングの前側部材及び後側部材が取り付けられ得る。
【０００９】
　本発明によれば、前記プラットフォームは、連結プレートを用いて、取り外しができな
いようにスキーのフロントパーツに相互に接続される。前記連結プレートは、スキーの頂
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面に設けられ、スキーの該頂面に対して直交する方向にのびる幾何学的軸線を中心に回転
可能である。前記連結プレート及び前記プラットフォームは、プラットフォームの前部領
域上でヒンジを用いて相互に連結される。前記ヒンジは、スキービンディングの前側部材
の近くに配置され、プラットフォームは、スキーの頂面に平行にのびる幾何学的軸線の周
りで、連結プレートに対して回動可能にされ、かつ、前述した直交する軸線周りに、前記
連結プレートと共に回動され得る。前記プラットフォームは、スキービンディングの前側
部材に隣接するその前部領域に、円周の一部分の形態の突出部を備え、かつ、スキービン
ディングの後側部材に隣接するその後部領域に、円周の一部分の形態の他の突出部を備え
ている。
【００１０】
　第一保持突起部は、スキーのフロントパーツの頂面で利用可能であり、その周りでプラ
ットフォームが回転され得る前記幾何学的軸線から、スキーの先端に向かう方向に適切な
距離を置いて配置されており、前記突起部は、円周の一部分の形態の溝を有し、少なくと
も前記プラットフォームの前部領域にある突起部と協働するように調整されている。さら
に、第二保持突起部は、スキーの頂面で利用可能であり、スキーの先端に向かう方向に、
前記第一突起部から適切な距離を開けて配置されており、円周の一部分の形態の溝を備え
、これは、少なくとも、プラットフォームの後部領域にある突起部と協働するようにされ
ている。さらに、第三保持突起は、スキーのリアパーツの頂面で利用可能であり、その周
りでスキーの前記フロントパーツ及び前記リアパーツが回転され得る幾何学的軸線から適
切な距離を開けて配置され、前記突起部は、円周の一部分の形態の溝を備え、これは、少
なくともプラットフォームの後部領域にある突起部と協働するようにされている。
【００１１】
　スキーのフロントパーツ上にある前記第二保持突起には拘束機構が設けられており、こ
れはプラットフォームの後部領域にある突起部の対応する凹部と協働するようにされ、そ
れにより、プラットフォームが、スキーのフロントパーツの頂面の各所望の位置で保持さ
れる。
【００１２】
　同様に、スキーのリアパーツにある前記第三保持突起は、好ましくは、拘束機構を備え
、これは、プラットフォームの後部領域にある突起部の凹部と協働するようにされ、それ
により、プラットフォームが、スキーのリアパーツの頂面上で各所望の位置に保持される
。
【００１３】
　さらに、好ましくは、本発明によれば、スキーの前記フロントパーツ及び前記リアパー
ツが、少なくとも二対のV字状のレバーを用いて、幾何学的軸線を中心に回動することが
できるように相互に接続され得、それらは、スキーの横方向に、相互に等距離で離間して
配置され、かつ、それらの各々は、一方ではスキーのフロントパーツと、他方ではスキー
のリアパーツと回動可能に相互連結される。
【００１４】
　以下、本発明は、添付図面に示された実施例に基づいて説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、組み立てられた、即ち、機能状態にある本発明に係る折り畳み式スキー
の等角投影図である。
【図２】図１に示したスキーの正面図である。
【図３】分解中の図１及び図２に示したスキーの等角投影図である。
【図４】分解中の図１及び図２に示したスキーの等角投影図である。
【図５】分解中の図１及び図２に示したスキーの等角投影図である。
【図６】分解中の図１及び図２に示したスキーの等角投影図である。
【図７】分解中の図１及び図２に示したスキーの等角投影図である。
【図８】分解中の図１及び図２に示したスキーの等角投影図である。
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【図９】分解された状態にある本発明に係るスキーの等角投影図であり、この状態で保管
又は移送される。
【図１０】図６における詳細部分Aの概略図である。
【図１１】図８における詳細部分Bの等角投影図である。
【図１２】図９における詳細部分Cの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１及び図２は、組み立てられた状態の組み立て式スキーを示しており、この状態にお
いて、スキーは地面上を滑走するように準備される。前記スキーは、図９に示すように、
その分解された状態において、例えば、アルペン競技を実施したり、軍事活動をしたりす
る間に、リュックサックに収容され、また、移送するのに適している。
【００１７】
　このようなスキーは、概して、地面から離れる方向に滑らかに曲げられた先端９１０を
備えた前部領域９１と、少なくともほぼ平坦であるか、または、地面から離れる方向に滑
らかに曲げられた後端部９２０を備えた後部領域９２と、中心領域とを備えている。中心
領域は、スキービンディング４を装着することが予定されており、スキービンディン４は
、前側部材４１及び後部部材４２から成り、スキーの頂面９４に各スキー靴を取り付ける
のに適しており、使用中に地面から離れる方向に向いている。スキーの反対側の表面９５
は、使用中に地面に向いており、スキーエッジ９６及び９７を備えている。
【００１８】
　さらにまた、このスキーは、フロントパーツ１及びリアパーツ２から成り、これらは、
滑走面９５に対して平行にのびる幾何学的軸線１００を中心に相互に回動可能になるよう
に相互に連結され、選択的に、それらの整列位置において、プラットフォーム３を用いて
固定される。プラットフォーム３には、スキービンディング４の前記前側部材４１及び後
側部材パーツ４２が装着される。
【００１９】
　前記プラットフォーム３は、スキーの頂面９４に固定され、スキーの頂面に対して垂直
にのびる幾何学的軸線を中心に回転可能である連結プレート５を用いて、スキーのフロン
トパーツ１に取り外しできないように連結されている。
【００２０】
　前記連結プレート５及び前記プラットフォーム３は、選択的に、プラットフォーム３の
前部領域３１において、ヒンジを用いて相互に連結され、それはスキービンディング４の
前側部材４１の近くに配置される。
【００２１】
　このような場合、プラットフォーム３は、スキーの頂面９４と平行にのびる幾何学的軸
線５０２を中心に回動され得、かつ、前述した軸線５０１を中心に前記連結プレート５と
共に、回転され得る。
【００２２】
　前記プラットフォーム３は、スロベニア特許公開SI 24358 Aに開示されている実施例と
同様に、スキーのフロントパーツ１及びリアパーツ２に面するその底面３３に、中心に位
置するキャビティ３５が設けられている。該キャビティ３５内で、二つの対向する凹部３
５１及び３５２が利用可能であり、これらは、二つの拘束突起部５１１及び５１２と協働
するようにされている。前記拘束突起部の一方は、スキーのフロントパーツ１に配置され
、他方は、スキーのリアパーツ２で利用可能である。フロントパーツ１及びリアパーツ２
が整列されると、前記プラットフォーム３は、適切な角度で、軸線５０１を中心に回転さ
れ、前記突起部５１１及び５１２は、プラットフォーム３の前記キャビティ３５の中に入
り得る。プラットフォーム３がスキーの両パーツ１及び２と整列する位置に、垂直軸線５
０１を中心に、前記プラットフォームを回転させると、前記拘束突起が、プラットフォー
ム３における前記キャビティ３５内にある前記凹部３５１及び３５２の中に位置すること
になり（図１参照）、その結果、プラットフォーム３は、しっかりと、しかし、取り外し
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可能に、スキーのフロントパーツ１及びリアパーツ２の両方と相互に連結される。
【００２３】
　また、プラットフォーム３は、スキービンディング４の前側部材４１に隣接するその前
部領域３１において、円周の一部分の形態の突起部３１０を備え、かつ、スキービンディ
ング４の後部部材４２に隣接する後部領域３２において、円周の一部分の形態の他の突起
部３２０を備えている。
【００２４】
　他方、第一拘束突起部６１は、スキーのフロントパーツ１の頂面９４において利用可能
であり、この突起部６１は、その周りでプラットフォームが回転され得る前記幾何学的軸
線５０１から適切な距離離して、即ち、スキー先端９１０の方向に向けて適切な距離離し
て配置される。前記突起部６１は、円周の一部分の形態の溝６１０を備え、この溝６１０
は、少なくとも、プラットフォームの前部領域３１における突起部３１０と協働するよう
にされている。
【００２５】
　さらにまた、第二拘束突起部６２は、スキーの頂面９４において利用可能であり、前記
第一拘束突起部６１から、スキー先端９１０の方向に向けて、適切な距離離して配置され
ている。第二突起部６２は、円周の一部分の形態の溝６２０を備え、この溝６２０は、少
なくとも、プラットフォーム３の後部領域３２における突起部３２０と協働するようにさ
れている。
【００２６】
　さらにまた、第三拘束突起部６３は、スキーのリアパーツ２の頂面において利用可能で
あり、それを中心にスキーの前記フロントパーツ１及び前記リアパーツ２が回転され得る
幾何学軸線１００から適切な距離離して配置されている。前記拘束突起６３には、円周の
一部分の形態の溝６３０が設けられており、これ溝６３０は、少なくとも、プラットフォ
ーム３の後部領域３２の突起部３２０と協働するようにされている。
【００２７】
　スキーのフロントパーツ１にある前記第二拘束突起部６２は、好ましくは、拘束機構６
２１を有する。この拘束機構６２１は、プラットフォーム３の後部領域３２にある突起部
３２０の対応する凹部３２１と協働するようにされており、それにより、プラットフォー
ム３が、スキーのフロントパーツ１の頂面９４における各所望の位置に保持される。
【００２８】
　また、スキーのリアパーツ２にある前記第三保持突起６３は、好ましくは、拘束機構６
３１を有し、この拘束機構６３１は、プラットフォーム３の後部領域３２にある突起部３
２０の対応する凹部３２１と協働するようにされ、それにより、プラットフォーム３が、
スキーのリアパーツ２の頂面９４における各所望の位置に保持される。
【００２９】
　さらに、図示実施例では、スキーの前記フロントパーツ１及び前記リアパーツ２は、V
字状の形態の少なくとも二対のレバー７１，７２，７３及び７４を用いて、幾何学的軸線
１００を中心に、回動することができるように相互に連結され、これらレバーは、スキー
の横断方向において、相互に等間隔に離間して配置され、これらの各々は、一方ではスキ
ーのフロントパーツ１に、他方ではスキーのリアパーツ２に、回動可能に相互連結されて
いる。
【００３０】
　スキーの使用中、プラットフォーム３の前部領域にある突起部３１０は、第一保持突起
の溝６１０の中に位置し、同時に、プラットフォーム３の後部領域にある突起部３２０は
、第三保持突起の溝６３０の中に位置し、そこで、好ましくは、拘束機構６３１によって
拘束され、それにより、一方では、スキーの両パーツ１及び２が、しっかり相互連結し、
他方では、プラットフォームの各回転が妨げられる。
【００３１】
　前記拘束機構６３１を作用しなくすると、プラットフォーム３は、前記軸線５０１を中
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心に回転できるようになり（図３参照）、それにより、突起部３１０及び３２０が、前記
溝６１０及び６３０から解放される。連結プレート５をプラットフォーム３と一緒に、軸
線５０１を中心に１８０°回転させると、プラットフォーム３の後部領域３２にある突起
部３２０が、スキーのフロントパーツ１の先端９１０の側方にある保持突起部の溝の中に
入り、それにより、前記スキーの両パーツ１及び２の相互連結が解放されるが、それらは
未だ、軸線１００の領域にあるヒンジによって連結が保持されたままになる。プラットフ
ォーム３は、スキーのフロントパーツ１の頂面９４に載ったままであり、そこで相互連結
が維持され、同時に、スキーのリアパーツ２は回転可能になり、フロントパーツ１の近く
に動かされ、それにより、スキーは分解され、輸送の準備ができるようになる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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